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ド
イ
ツ
に
お
け
る
原
発
廃
止
の
法
律
問
題

は
じ
め
に

一
新
原
子
力
法
制
定
に
至
る
経
緯

ニ
新
原
子
力
法
の
憲
法
問
題

お

わ

り

に
は

じ

め

に

（l
）
日
本
の
原
発
推
進
政
策

松

本

和

彦

か
つ
て
日
本
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
は
安
定
供
給
の
確
保
が
基
本
目
標
で
あ
っ
た
勺
そ
れ
は
、
七

0
年
代
の
オ
イ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
の
教

備
蓄
の
ほ
か
、
石
油
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
を
押
し
進
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、

訓
か
ら
、
中
東
依
存
度
の
高
い
石
油
に
干
ネ
ル
ギ
！
供
給
の
大
半
を
か
か
ら
し
め
る
政
策
を
反
省
し
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
推
進
や
石
油

一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
供
給
に
占
め
る
石

油
の
割
合
は
七
七
%
（
七
三
年
度
）
か
ら
五
二
%
（
二

0
0
0年
度
）
に
低
下
し
、
他
方
、
原
子
力
と
天
然
ガ
ス
の
割
合
が
そ
れ
ぞ
れ

一
%
か
ら
一
二
%
、
二
%
か
ら
一
三
%
に
伸
張
し
た
。
こ
れ
を
発
電
電
力
量
に
限
っ
て
み
た
場
合
、
石
油
等
火
力
発
電
が
七
三
%
か
ら
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一
一
%
に
激
減
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

L
N
G
（
液
化
天
然
ガ
ス
）
火
力
発
電
が
二
%
か
ら
二
六
%
に
拡
大
し
、
原
子
力
発
電
は
三

（

l
〉

%
か
ら
三
四
%
に
大
き
く
伸
び
た
こ
と
が
分
か
る
。
原
子
力
発
電
は
電
源
構
成
に
お
い
て
ト
ッ
プ
の
座
に
あ
る
（
な
お
、
原
子
力
エ
ネ

n
U
 

0
4
 

no 
auτ 

民

υ

は
九
0
年
代
半
ば
ま
で
安
定
し
た
ぺ

l
ス
で
建
設
さ
れ
、
現
在
、
国
内
で
五
一
基
の
商
業
用
原
子
炉
が
稼
働
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
一
昨大阪

ル
ギ
ー
は
す
べ
て
電
力
と
な
る
）
。

（

2）
 

原
子
力
は
石
油
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
積
極
的
に
開
発
利
用
さ
れ
て
き
た
。
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
に
よ
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
、
原

（

3
）
 

子
力
の
供
給
安
定
性
・
価
格
安
定
性
と
再
処
理
技
術
を
用
い
た
核
燃
料
の
再
利
用
可
能
性
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
原
料
と
な

る
ウ
ラ
ン
資
源
が
特
定
の
地
域
に
偏
っ
て
お
ら
ず
、
燃
料
価
格
高
騰
の
危
険
性
が
小
さ
い
上
、
核
燃
料
再
処
理
に
よ
る
資
源
の
有
効
利

（

4）
 

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
供
給
に
と
っ
て
有
利
な
資
源
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
日
本
の
原
発

用
も
図
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、

近
年
で
は
地
球
温
暖
化
問
題
に
絡
め
て
原
子
力
の
メ
リ
ッ
ト
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
地
球
温
暖
化
の
主
た
る
要
因
は
温
室
効

果
ガ
ス
と
し
て
の
二
酸
化
炭
素
の
増
大
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
原
発
は
発
電
過
程
で
二
酸
化
炭
素
を
全
く
発
生
し
な
い
た
め
、
化
石

エ
ネ
ル
ギ
ー
（
石
油
・
石
炭
・
天
然
ガ
ス
）
か
ら
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
シ
フ
ト
が
地
球
温
暖
化
防
止
に
役
立
つ
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
・
総
合
部
会
／
需
給
部
会
が
二

O
O
一
年
七
月
に
公
表
し
た
報
告
書
『
今
後
の
エ
ネ

ル
ギ
l
政
策
に
つ
い
て
』
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
基
本
目
標
を
「
安
定
供
給
か
ら
安
定
供
給
・
環
境
保
全
・
効
率
化
の
同
時
達
成
へ
」

（

5）
 

に
設
定
し
直
し
て
い
る
が
、
従
来
か
ら
の
「
安
定
供
給
」
に
加
え
て
、
地
球
環
境
問
題
へ
の
対
応
と
自
由
化
・
規
制
緩
和
に
よ
る
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
効
率
的
供
給
を
同
時
に
達
成
す
べ
き
基
本
目
標
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
原
子
力
は
「
∞
排
出
量
抑
制
の
観
点
か
ら
も
重
要
な

（

6
）

（

7）
 

役
割
を
担
う
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
二

O
O二
年
三
月
一
九
日
に
決
定
さ
れ
た
『
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
大
綱
』
で
も
「
原

（

8）
 

子
力
の
推
進
」
が
謡
わ
れ
て
い
る
。
日
本
は
、
気
候
変
動
枠
組
条
約
第
三
回
締
約
国
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
京
都
議
定

書
に
批
准
し
、
二

O
O八
年
か
ら
二

O
一
二
年
ま
で
の
聞
に
温
室
効
果
ガ
ス
の
総
排
出
量
を
一
九
九

O
年
レ
ベ
ル
か
ら
六
%
削
減
す
る



こ
と
を
約
束
し
て
い
る
が
、
そ
の
約
束
を
守
る
た
め
に
も
原
子
力
を
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

日
本
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
お
い
て
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
積
極
的
に
開
発
利
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

『
今
後
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
』
が
二

O
一
O
年
ま
で
に
「
一

O
基
か
ら
一
三
基
程
度
の
増
設
を
行
う
」
と
宣
弓
一
一
口
し
、
『
地
球
温
暖
化
対

策
推
進
大
綱
』
が
「
原
子
力
発
電
電
力
量
を
二

0
0
0年
度
と
比
較
し
て
約
三
割
増
加
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
原
子
力
発
電
所
の
新
増

設
が
必
要
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
原
子
力
の
推
進
の
た
め
に
、
今
後
も
原
発
の
新
増
設
が
不
可
欠
と
さ
れ
て
い
る
。

（2
）
ド
イ
ツ
の
原
発
廃
止
政
策

日
本
の
原
発
推
進
政
策
に
対
し
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
こ
れ
と
対
照
的
な
政
策
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
一
九

八
O
年
の
国
民
投
票
に
お
い
て
い
ち
早
く
原
発
の
段
階
的
廃
止
を
決
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
ベ
ル
ギ
ー
で
も
二

O
O二
年
三
月
に
「
脱

原
子
力
法
案
」
が
閣
議
了
解
さ
れ
、
既
存
の
原
発
の
段
階
的
廃
止
と
新
規
建
設
の
禁
止
の
方
向
で
調
整
に
入
っ
て
い
る
。
他
の
諸
国
に

も
脱
原
発
の
動
き
が
あ
る
。
こ
う
し
た
潮
流
の
中
で
、
原
発
廃
止
政
策
を
最
も
着
実
に
進
め
て
い
る
の
が
ド
イ
ツ
で
あ
っ
た
。

ドイツにおける原発廃止の法律問題

ド
イ
ツ
は
、

一
九
九
八
年
一

O
月
の
新
政
権
連
立
協
定
に
お
い
て
「
原
子
力
か
ら
の
撤
退
（
旨
o
g
E
g
a高
）
」
を
掲
げ
て
以
来
、

二
O
O
O年
六
月
の
連
邦
政
府
と
四
大
電
力
会
社
の
脱
原
発
協
定
、
二

O
O
一
年
六
月
の
脱
原
発
正
式
合
意
と
駒
を
進
め
て
き
て
、
二

0
0二
年
四
月
一
一
六
日
に
は
、
正
式
名
称
「
商
業
発
電
用
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
を
秩
序
立
て
て
廃
止
す
る
た
め
の
法
律
」
と
い
う
新

（

9
）
 

原
子
力
法
を
公
布
し
て
い
る
。
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
は
、
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
一
平
和
利
用
す
る
と
い
う
従
来
の
方
針
を
転
換

し
、
原
発
の
新
増
設
を
禁
止
し
た
だ
け
で
な
く
、
現
在
一
九
基
あ
る
既
存
の
原
発
に
残
余
発
電
量
を
設
け
、
そ
の
発
電
量
を
超
え
た
原

発
か
ら
順
次
廃
止
し
て
い
く
こ
と
を
決
定
し
た
。

日
本
と
同
様
、
ド
イ
ツ
も
総
電
力
量
の
約
三
割
を
原
子
力
発
電
に
頼
っ
て
い
る
。
発
電
コ
ス
ト
の
安
い
電
力
源
と
し
て
、
原
発
は
電

力
の
安
定
供
給
に
寄
与
し
て
き
た
。
ま
た
ド
イ
ツ
は
京
都
議
定
書
に
批
准
し
て
お
り
、
地
球
温
暖
化
防
止
の
た
め
の
温
室
効
果
ガ
ス
削

（阪大法学） 52 (3・4-213)761〔2002.11〕



（叩）

減
も
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
日
本
と
共
通
の
課
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
と
同
じ
問
題
を
抱
え
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
は
臼

噌
E
4

n
4
 

nu 
n
H
v
 

nz
“
 

0
4
 

0
0
 

η
t
 

d
a
z
 

nメ
M

aaτ qo 
nλ
“
 

Fhυ 学

の
決
着
を
み
た
ド
イ
ツ
の
原
発
廃
止
政
策
に
つ
い
て
、
法
的
な
側
面
か
ら
も
検
討
を
加
え
る
こ
と
は
十
分
に
意
味
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
鳩板

本
と
異
な
る
選
択
を
し
た
の
で
あ
る
。

本
稿
は
こ
の
ド
イ
ツ
の
原
発
廃
止
政
策
を
主
と
し
て
法
的
側
面
か
ら
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
原
発
廃
止
政
策

（日）

自
体
は
、
二

O
O
O年
六
月
の
脱
原
発
協
定
を
契
機
に
、
日
本
で
も
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
が
、
法
律
論
の
観
点
か
ら
ア
プ

ロ
1
チ
す
る
も
の
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
原
発
廃
止
が
具
体
的
な
政
治
目
標
と
な
っ
て
い
な
い
日
本

に
お
い
て
、
政
策
論
は
と
も
か
く
、
法
律
論
に
ま
で
関
心
が
及
ぶ
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
お
わ
り
で
述
べ
る
よ

う
に
、
原
発
廃
止
政
策
を
他
国
の
問
題
と
片
付
け
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
新
原
子
力
法
の
制
定
に
よ
っ
て
一
応

以
下
で
は
、
新
原
子
力
法
の
制
定
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
追
い
な
が
ら
、
そ
こ
に
表
れ
た
法
的
問
題
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

新
原
子
力
法
制
定
に
至
る
経
緯

（1
）
旧
原
子
力
法
の
制
定

旧
原
子
力
法
の
正
式
名
称
は
「
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
平
和
利
用
及
び
そ
の
危
険
か
ら
の
防
護
に
関
す
る
法
律
」
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は

一
九
五
九
年
に
制
定
さ
れ
た
。
戦
後
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
（
以
下
、
単
に
ド
イ
ツ
と
い
う
）
が
生
ま
れ
た
と
き
、
原
子
力
と
い
え
ば

軍
事
の
対
象
で
あ
り
、
戦
勝
四
カ
国
の
管
理
下
に
あ
っ
た
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
そ
の
利
用
を
具
体
的
に
計
画
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な

か
っ
た
。
事
情
が
変
わ
っ
た
の
は
ド
イ
ツ
が
戦
勝
四
カ
国
か
ら
独
立
し
て
、
原
子
力
の
平
和
利
用
を
政
治
日
程
に
載
せ
る
法
的
条
件
が

整
っ
た
一
九
五
五
年
以
降
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
憲
法
で
あ
る
一
九
四
九
年
の
慕
本
法
に
は
、
右
の
事
情
か
・
り
し
て
当
然
の
ご
と
く
、
原
子
力
の
平
和
利
用
に
関
す
る
規
律



は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
原
子
力
法
を
制
定
す
る
権
限
を
連
邦
に
与
え
る
た
め
、

一
九
五
九
年
に
基
本
法
が
改
正
さ
れ
る
。
こ
の
改
正
に

よ
り
、
連
邦
の
競
合
的
立
法
権
限
を
定
め
る
七
四
条
一
項
に
一
一

a号
が
追
加
さ
れ
、
「
平
和
的
目
的
の
た
め
の
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
生

（

U）
 

産
お
よ
び
利
用
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
施
設
の
建
設
お
よ
び
経
営
」
が
連
邦
の
立
法
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

同
時
に
、
八
七

c条
が
新
た
に
付
け
加
え
ら
れ
、
「
第
七
四
条
一
一

a号
の
根
拠
に
基
づ
い
て
発
布
さ
れ
る
法
律
は
、
連
邦
参
議
院
の

同
意
を
得
て
、
そ
れ
が
連
邦
の
委
託
を
受
け
て
ラ
ン
ト
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
旨
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
と
な
っ
た
。
今

日
か
ら
見
る
と
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
基
本
法
改
正
は
当
時
野
党
の
地
位
に
あ
っ
た
S
P
D
（
社
会
民
主
党
）
と
F
D
P
（
自
由
民
主

党
）
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ヴ
に
よ
り
、
連
邦
議
会
の
満
場
一
致
で
も
っ
て
可
決
さ
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

旧
原
子
力
法
の
制
定
作
業
は
、
こ
の
基
本
法
改
正
と
並
行
し
て
進
め
ら
れ
た
。
基
本
法
改
正
と
同
様
、
旧
原
子
力
法
も
連
邦
議
会
の

（日）

圧
倒
的
多
数
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
。
原
子
力
は
、
当
時
、
国
民
の
意
識
に
お
い
て
も
「
進
歩
の
し
る
し
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
そ

の
開
発
利
用
は
積
極
的
に
推
進
す
べ
き
も
の
と
受
け
取
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ドイツにおける原発廃止の法律問題

一
九
五
九
年
一
二
月
二
三
日
の
閉
じ
日
に
公
布
さ
れ
、

一
九
六

O
年

基
本
法
の
改
正
と
旧
原
子
力
法
の
制
定
は
同
時
に
終
了
し
、

月
一
日
の
同
じ
日
に
施
行
さ
れ
た
。
し
か
し
論
理
的
に
は
、
基
本
法
改
正
が
原
子
力
法
制
定
に
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず

（団）

で
あ
る
。
後
に
そ
の
手
続
的
矛
盾
を
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
指
摘
さ
れ
て
、
立
法
者
は
手
続
の
取
庇
を
治
癒
す
る
た
め
の
法
律
を
新
た
に

制
定
し
て
、
基
本
法
施
行
一
日
後
の
一
九
六

O
年
一
月
二
日
に
原
子
力
法
を
発
令
し
た
こ
と
に
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
内
容
に

は
何
ら
の
変
更
も
な
い
。

（
2
）
反
原
発
の
動
き
と
妨
害
的
法
律
執
行

原
子
力
の
明
る
い
イ
メ
ー
ジ
が
一
転
す
る
の
は
七

0
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
、
ア
メ
リ
カ
の
原
子
力
安
全
論
争
が
波
及
し
て
き
た
頃

で
あ
る
。
も
と
も
と
原
子
力
は
放
射
能
と
い
う
危
険
な
副
産
物
を
内
包
し
て
い
る
。
そ
の
危
険
性
が
誰
の
目
に
も
明
ら
か
に
な
っ
た
の
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は
、
ま
ず
一
九
七
九
年
の
ア
メ
リ
カ
・
ス
リ
1
マ
イ
ル
島
の
原
発
事
故
で
あ
り
、
さ
ら
に
一
九
八
六
年
の
旧
ソ
連
・
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ

政
策
の
中
に
原
発
廃
止
を
盛
り
込
ん
だ
上
、

ρ
口

円

tρ
0
 

0
4
 

4
4
・

n
d
 

一
九
八
四
年
に
緑
の
党
が
原
発
の
即
時
廃
止
を
定
め
た
法
律
案
を
提
出
し
た
の
に
続
い
て
、
川学法大阪

の
原
発
事
故
で
あ
っ
た
。
特
に
後
者
は
、
影
響
が
直
接
欧
州
に
及
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
て
、
反
原
発
の
気
運
を
一
気
に
盛
り
上
げ
た
。
原

発
、
最
終
処
分
場
、
中
間
貯
蔵
施
設
、
再
処
理
施
設
な
ど
の
建
設
・
操
業
の
際
は
、
決
ま
っ
て
反
対
運
動
が
湧
き
起
こ
り
、
許
可
処
分

（灯）

は
必
ず
訴
訟
に
な
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
激
し
い
闘
争
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
八
三
年
三
月
に
は
、
反
原
発
運
動
を
一
つ
の
核
と
し
て
結
成
さ
れ
た
緑
の
党
が
連
邦
議
会
に
進
出
し
た
。
こ
の
緑
の
党
の
躍
進

と
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
は
、
そ
れ
ま
で
原
発
推
進
の
立
場
を
と
っ
て
き
た
S
P
D
に
政
策
の
再
考
を
追
っ
た
。

s
p
D
は
環
境

一
九
八
七
年
に
段
階
的
な
原
発
廃
止
を
求
め
る
法
律
案
を
出
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
連
邦
議
会
の
多
数
に
よ
り
否
決
さ
れ
た
が
、
こ
う

し
た
立
法
の
挫
折
は
旧
原
子
力
法
の
運
用
を
通
じ
て
原
発
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
動
き
を
活
発
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
ホ
ル
ス
ト
・

（時）

ゼ
ン
ド
ラ
l
が
「
撤
退
を
目
指
し
た
法
律
執
行

2
5由民
mmg江
gt叩吾
w

円の

g
O
R
E
S－
町
高
）
」
と
呼
ん
だ
、
原
発
の
建
設
・
操
業
の

阻
止
を
目
的
と
す
る
行
政
運
営
が
そ
れ
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
連
邦
法
律
の
執
行
は
基
本
法
八
三
条
に
よ
り
ラ
ン
ト
の
権
限
で
あ
る
。
連
邦
が
法
律
を
制
定
し
、
ラ
ン
ト
が
法
律
を
執
行

す
る
と
い
う
役
割
分
担
で
あ
る
。
旧
原
子
力
法
は
一
部
の
事
務
に
つ
い
て
連
邦
の
官
庁
に
行
政
の
執
行
を
委
ね
て
い
た
が
（
た
と
え
ば
、

連
邦
放
射
線
防
護
庁
）
、
大
部
分
は
連
邦
委
託
行
政
と
い
う
形
式
で
ラ
ン
ト
の
官
庁
に
任
せ
て
い
た
（
基
本
法
八
七

c条
、
旧
原
子
力

法
二
四
条
）
。

S
P
D
政
権
な
い
し

S
P
D
と
緑
の
党
の
連
立
政
権
が
樹
立
さ
れ
て
い
た
ラ
ン
ト
で
は
、
こ
の
執
行
権
限
を
通
じ
て

（悶）

「
撤
退
を
目
指
し
た
法
律
執
行
」
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
。
と
り
わ
け
へ
ッ
セ
ン
、
ニ

1
ダ
1
ザ
ク
セ
ン
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ

ル
シ
ュ
タ
イ
ン
と
い
っ
た
諸
ラ
ン
ト
で
は
、
組
織
的
な
妨
害
行
為
が
行
わ
れ
た
と
い
う
。

た
と
え
ば
、
原
発
の
建
設
に
は
旧
原
子
力
法
七
条
の
許
可
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
許
可
権
者
で
あ
る
ラ
ン
ト
の
官
庁
は
、
安
全
性
の



欠
加
を
口
実
に
、
建
設
を
許
可
し
な
い
と
い
っ
た
振
る
舞
い
に
出
た
。
特
に
、
七
条
二
項
三
号
の
許
可
要
件
は
「
施
設
の
建
設
及
び
稼

働
に
よ
っ
て
発
生
す
る
損
害
に
対
し
て
、
科
学
技
術
の
水
準
に
照
ら
し
て
必
要
と
さ
れ
る
事
前
措
置
を
と
っ
て
い
る
こ
と
」
と
あ
っ
た

が
、
「
科
学
技
術
の
水
準
」
と
い
う
要
件
は
不
確
定
法
概
念
で
あ
り
、
科
学
技
術
の
進
展
に
応
じ
て
変
化
す
る
こ
と
が
最
初
か
ら
予
定

（初）

さ
れ
て
い
た
た
め
、
政
権
の
「
安
全
哲
学
」
の
持
ち
ょ
う
や
変
更
も
こ
こ
に
入
り
込
む
余
地
が
あ
り
、
解
釈
の
操
作
を
通
じ
て
合
法
的

に
建
設
を
「
妨
害
」
で
き
た
。

建
設
不
許
可
よ
り
も
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
だ
っ
た
の
は
、
旧
原
子
力
法
一
七
条
に
基
づ
く
既
存
施
設
に
対
す
る
許
可
の
取
消
し
及
び
撤

回
で
あ
る
。
こ
れ
が
現
実
に
行
わ
れ
る
と
、
稼
働
中
の
原
発
を
廃
止
す
る
効
果
を
持
つ
だ
け
に
、
そ
の
影
響
は
甚
大
な
も
の
に
な
る
。

特
に
、
「
許
可
要
件
の
一
つ
が
事
後
的
に
欠
加
し
、
か
つ
適
当
な
期
間
内
に
是
正
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
」
に
許
可
の
撤
回
が
で
き
る
と

定
め
た
一
七
条
三
項
二
号
は
、
既
存
の
原
発
を
廃
止
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
も
十
分
に
使
え
る
と
み
な
さ
れ
た
。

（幻）

こ
れ
に
対
し
て
速
邦
の
側
は
、
基
本
法
八
五
条
三
項
の
指
示
権
（
巧

2
5
m閉
門
店
宮
）
を
通
じ
て
ラ
ン
ト
の
妨
害
的
法
律
執
行
を
阻

ドイツにおける原発廃止の法律問題

止
し
よ
う
と
し
た
。
ま
た
、
指
示
権
を
通
じ
た
連
邦
の
ラ
ン
ト
統
制
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
も
全
面
的
に
支
持
さ
れ

（

m）
 

た
。
と
は
い
え
、
ラ
ン
ト
の
「
撤
退
を
目
指
し
た
法
律
執
行
」
は
法
律
論
か
ら
見
て
も
疑
義
が
あ
っ
た
。
原
子
力
の
平
和
利
用
の
促
進

と
い
う
目
的
（
旧
原
子
力
法
一
条
一
号
）
を
掲
げ
る
法
律
の
下
で
、
立
法
者
の
根
本
決
定
に
反
し
た
法
律
執
行
は
違
法
で
あ
る
と
の
誹

り
を
免
れ
な
か
っ
た
。
中
で
も
、
期
限
を
付
さ
ず
に
与
え
た
許
可
を
撤
回
す
る
手
法
は
、
信
頼
保
護
の
原
則
や
比
例
原
則
に
も
違
反
す

（お）

る
と
主
張
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
許
可
の
撤
回
と
い
う
手
法
は
一
八
条
の
補
償
義
務
規
定
に
よ
っ
て
実
際
は
ほ
と
ん
ど
使
え
な
か
っ
た
。

財
政
事
情
を
考
え
る
と
、
許
可
の
撤
回
に
金
銭
補
償
を
す
る
余
裕
な
ど
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（3
）
S
P
D
・
緑
の
党
の
連
立
協
定

現
行
法
の
枠
内
で
原
発
を
廃
止
す
る
と
い
う
手
法
に
は
限
界
が
あ
っ
た
。
脱
原
発
の
実
現
の
た
め
に
は
、
や
は
り
原
子
力
法
自
体
を
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（
川
品
）

改
正
し
、
法
律
に
よ
っ
て
原
子
力
か
ら
撤
退
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
か
つ
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
カ
ル
カ
1
決
定
に
よ
っ
て
、
核
エ
ネ

ル
ギ
l
の
平
和
利
用
を
法
的
に
許
容
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
立
法
者
が
規
範
的
原
則
決
定
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て

い
た
（
い
わ
ゆ
る
本
質
性
理
論
）
。
基
本
法
は
原
子
力
の
平
和
利
用
に
対
し
て
中
立
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
禁
止
し
て
い
る
わ
け
で
も
要

請
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
原
子
力
を
利
用
す
る
か
否
か
の
判
断
は
連
邦
議
会
の
み
が
な
し
う
る
。
だ
か
ら
脱
原
発
決
定
も
速
邦
議

会
自
身
に
よ
っ
て
下
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。

原
発
廃
止
が
現
実
路
線
と
な
っ
た
の
は
一
九
九
八
年
で
あ
る
。
こ
の
年
の
連
邦
議
会
選
挙
で
勝
利
し
た

S
P
D
が
緑
の
党
（
正
確
に

は
同
盟
九
O
／
緑
の
党
）
と
協
定
を
結
び
、
原
発
廃
止
を
党
是
と
す
る
二
つ
の
政
党
に
よ
る
連
立
政
権
を
発
足
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
お
）

両
政
党
は
、
一
九
九
八
年
一

O
月
二

O
日
に
締
結
さ
れ
た
連
立
協
定
第
四
章
「
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
現
代
化
」
の
第
三
節
「
現
代
エ
ネ
ル

ギ
ー
政
策
」
に
お
い
て
、
「
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
ら
の
撤
退
」
を
決
定
し
た
。
そ
こ
で
は
「
未
来
を
保
証
し
、
環
境
親
和
的
で
、

ス
ト
に
見
合
っ
た
子
ネ
ル
ギ
1
供
給
を
確
保
す
る
」
た
め
、
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
の
構
造
転
換
」
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
記

さ
れ
て
い
る
。
「
原
子
力
は
、
計
り
知
れ
な
い
損
害
を
発
生
さ
せ
る
危
険
を
伴
っ
て
お
り
、
安
全
上
リ
ス
ク
が
大
き
い
た
め
、
責
任
を

も
っ
て
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
新
連
邦
政
府
は
原
子
力
の
利
用
を
で
き
る
だ
け
早
く
に
廃
止
す
る
た
め
あ
ら
ゆ
る
措
置

を
と
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
原
子
力
子
ネ
ル
ギ
ー
か
ら
の
撤
退
」
は
、
新
政
府
の
「
現
代
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
」
の
目
玉
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
エ
ネ
ル
ギ

（
幻
）

l
政
策
の
中
の
重
要
な
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
連
立
協
定
は
「
産
出
に
対
す
る
倹
約
の
優
位
」
の
原
則
を
打
ち
立
て
、
第
一
に
省
エ
ネ
を

重
視
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

S
E
2
0号
同
町
一
何
回
向
抱

g）
と
コ
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
関
包
同
ゲ
者
符
Bmz問。宅
O
E

｝

E
m）
の
推
進
を
麗
っ
て
い
る
。
目
標
は
あ
く
ま
で
も
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
の
構
造
転
換
」
で
あ
る
。
実
際
、
新
政
府
は
一
九
九
九
年

（
勾
）

に
エ
ネ
ル
ギ
ー
税
を
導
入
し
、
燃
料
転
換
の
誘
導
を
図
っ
て
い
る
。
ま
た
、
二

O
O
O年
三
月
二
九
日
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
を
、 コ
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（

鈎

）

同
年
五
月
二
一
日
に
コ
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
法
を
成
立
さ
せ
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
法
律
も
、
送
電
網
を
持
つ
電
力
会
社
の
電
気
買
い
取

り
義
務
・
最
低
補
償
義
務
を
定
め
た
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
「
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
ら
の
撤
退
」
に
つ
い
て
だ
が
、
連
立
協
定
は
そ
れ
を
三
段
階
の
手
続
で
進
め
る
も
の
と
し
て
い
る
。

ま
ず
第
一
段
階
と
し
て
、

一
O
O日
以
内
に
原
子
力
法
の
改
正
を
行
う
。
そ
こ
で
は
原
子
力
推
進
目
的
の
削
除
、
安
全
審
査
の
義
務
づ

け
、
使
用
済
み
核
燃
料
の
最
終
処
分
（
再
処
理
の
禁
止
）
、
九
八
年
改
正
の
取
消
し
、
損
害
保
険
金
拠
出
額
の
引
き
上
げ
な
ど
を
規
定

す
る
。
第
二
段
階
で
は
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
企
業
を
集
め
て
交
渉
し
、
原
発
廃
止
と
放
射
性
廃
棄
物
処
理
問
題
に
関
し
て
コ
ン
セ
ン
サ

ス
を
得
る
。
そ
し
て
第
三
段
階
で
、
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
か
ら
無
補
償
で
撤
退
す
る
た
め
の
法
律
（
新
原
子
力
法
）
を
制
定
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
段
階
的
に
原
発
を
廃
止
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
連
邦
政
府
が
一

O
O日
以
内
に
完
了
し
よ
う
と
し
た
原
子
力

法
の
改
正
は
、
こ
の
頃
か
ら
喧
し
く
な
っ
て
き
た
法
的
反
論
に
あ
っ
て
、
阜
々
に
挫
折
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
問
題
は
先
送
り
さ
れ
、

新
原
子
力
法
の
制
定
時
に
ま
と
め
て
立
法
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ドイツにおける原発廃止の法律問題

（4
）
連
邦
政
府
と
電
力
業
界
と
の
脱
原
発
協
定

連
立
協
定
で
原
発
廃
止
の
第
二
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
企
業
と
の
対
話
は
、

一
九
九
九
年
一
月
か
ら
始
ま

り
、
お
よ
そ
一
年
半
の
交
渉
を
経
て
、
二

O
O
O年
六
月
一
四
日
に
ベ
ル
リ
ン
で
合
意
を
見
た
。
協
定
は
連
邦
政
府
と
四
大
電
力
会
社

（

初

）

（
V
E
B
A社、

v
I
A
G社、

R
E
W社、

E
n
B
W社
）
の
聞
で
締
結
さ
れ
て
い
る
。

（
刷
出
）

国
内
外
で
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
こ
の
脱
原
発
協
定
は
序
文
を
含
め
て
全
七
章
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
の
要
点
は
以
下
の
通
り
で
あ

る。
速
邦
政
府
は
原
発
の
新
規
建
設
を
法
律
に
よ
っ
て
禁
止
す
る
。

ー
既
存
の
原
発
に
つ
い
て
は
、

一
基
ご
と
に
二

O
O
O年
一
月
一
日
以
降
の
残
余
発
電
量
を
定
め
、
そ
の
分
の
発
電
が
終
わ
れ
ば
廃
止
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す
る
。
損
失
補
償
請
求
権
は
認
め
な
い
。

。anu 。。

｜
残
余
発
電
量
は
他
の
原
発
に
移
譲
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
原
則
と
し
て
、
旧
式
・
小
型
の
も
の
か
ら
新
式
・
大
型
の
も
の
へ
移
譲
）
。
祁nu 

l
残
余
運
転
期
間
中
、
電
力
会
社
は
一

O
年
ご
と
に
原
発
の
安
全
審
査
を
行
い
、
結
果
を
監
督
官
庁
に
通
知
す
る
。

mu
daτ qo 

qa 
zu 

学法大阪

ー
残
余
発
電
量
は
、
原
発
の
通
常
の
運
転
期
聞
を
三
二
年
と
想
定
し
、
そ
こ
か
ら
商
業
稼
働
の
時
点
か
ら
二

O
O
O年
一
月
一
日
ま
で

の
期
聞
を
差
し
引
い
て
残
余
運
転
期
聞
を
算
出
し
、
そ
の
期
聞
に
見
合
っ
た
発
電
量
を
割
り
当
て
る
。

i
核
技
術
の
研
究
は
自
由
で
あ
る
。

ー
損
害
保
険
金
の
拠
出
額
は
引
き
上
げ
る
。

ー
電
力
会
社
は
で
き
る
だ
け
早
く
に
原
発
サ
イ
ト
内
ま
た
は
近
郊
に
中
間
貯
蔵
施
設
を
建
設
す
る
。

ー
放
射
性
廃
棄
物
は
二

O
O五
年
七
月
一
日
以
降
、
直
接
最
終
処
分
さ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
の
聞
は
、
再
処
理
の
た
め
外
国
に
輸
送
す
る

こ
と
も
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
電
力
会
社
が
原
発
付
近
に
中
間
貯
蔵
施
設
を
作
る
ま
で
の
期
聞
は
、
使
用
済
み
核
燃
料
を
中
央
中
間

貯
蔵
施
設
に
輸
送
し
て
も
よ
い
。

ー
連
邦
政
府
は
協
定
の
内
容
を
法
律
化
す
る
。

－
電
力
業
界
と
連
邦
政
府
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
三
名
を
出
し
て
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
を
構
成
し
、
協
定
の
法
律
化
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す

る。こ
の
脱
原
発
協
定
は
、
当
初
、
行
政
手
続
法
五
四
条
以
下
が
定
め
る
公
法
契
約
の
形
式
を
と
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
結
局
は
、
法
的

（

M
M）
 

拘
束
力
の
な
い
「
紳
士
協
定

S
S
2
m
s
g
d〉
句

s
s
o
a）
」
の
形
で
締
結
さ
れ
た
。
公
法
契
約
の
対
象
は
、
本
来
、
行
政
法
上
の
契

（鈎）

約
で
あ
り
、
憲
法
的
性
質
を
も
っ
た
法
的
関
係
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
異
議
が
申
し
立
て
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
協
定
締
結

（鈍）

は
新
原
子
力
法
制
定
の
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
契
約
の
対
象
に
は
そ
も
そ
も
馴
染
ま
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
連
邦



政
府
の
意
図
は
む
し
ろ
協
定
作
成
に
よ
っ
て
電
力
業
界
の
理
解
を
得
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
政
務
次
官

（
－

MMREgmロ
冨
広
田

nv叩

ω
g白
同
印
白
骨

宵
ゆ
広
島
M

）
の
ズ
ィ
モ

l
ネ
・
プ
ロ
ー
ブ
ス
ト
は
、
協
定
を
結
ぶ
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
電
力
会
社
に
出
訴
さ
れ
て
裁
判
で
原
発
廃
止

（お）

政
策
が
挫
か
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
と
い
う
趣
旨
の
発
言
を
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
重
点
は
、
当
事
者
に
対
す
る
協
定
の
法
的
拘
束

力
よ
り
、
協
定
内
容
に
関
し
て
当
事
者
間
で
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
、
将
来
の
立
法
に
対
す
る
不
安
を
取
り
除
く
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え

ょ
う
。そ

れ
ゆ
え
、
連
邦
政
府
は
予
定
し
て
い
た
よ
り
長
め
の
運
転
期
聞
を
認
め
、
さ
ら
に
原
発
問
で
の
発
電
量
の
融
通
を
認
め
た
。
ま
た
、

最
も
古
い
オ
プ
リ
ッ
ヒ
ハ
イ
ム
原
発
に
対
し
て
二
年
余
分
に
運
転
期
聞
を
与
え
、
停
止
中
で
稼
働
見
込
み
の
な
い
ミ
ュ
ル
ハ
イ
ム
・
ケ

（お）

1
ル
リ
ッ
ヒ
原
発
に
も
一
定
の
発
電
量
を
割
り
当
て
た
。
連
邦
政
府
は
、
協
定
で
決
め
ら
れ
た
期
間
は
、
原
発
の
稼
働
と
使
用
済
み
核

（幻）

燃
料
の
輸
送
を
妨
害
し
な
い
と
約
束
し
、
無
補
償
で
の
原
発
廃
止
を
納
得
さ
せ
る
た
め
に
、
妥
協
に
妥
協
を
重
ね
た
。
そ
の
た
め
、
連

邦
政
府
の
原
発
廃
止
政
策
は
、
原
発
推
進
派
か
ら
も
原
発
廃
止
派
か
ら
も
批
判
の
的
と
な
っ
た
。

ドイツにおける原発廃止の法律問題

こ
こ
で
脱
原
発
協
定
の
法
的
問
題
に
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
協
定
は
最
初
か
ら
法
律
化
さ
れ
る
こ
と
が
予
定

さ
れ
て
い
る
。
協
定
の
作
成
に
電
力
業
界
が
協
働
し
、
し
か
も
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
い
う
形
で
法
案
作
成

過
程
に
も
関
与
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

一
方
で
、
連
邦
政
府
の
法
律
案
提
出
権
（
基
本
法
七
六
条
）
侵
害
、
他
方
で
、
電
力
会
社

の
基
本
権
放
棄
（
財
産
権
と
出
訴
の
権
利
の
放
棄
）
が
あ
っ
た
と
み
な
す
余
地
を
生
じ
さ
せ
た
。
し
か
し
、
協
定
は
法
的
拘
束
力
の
な

い
「
紳
士
協
定
」
で
あ
り
、
連
邦
政
府
が
こ
れ
と
異
な
る
内
容
の
法
律
案
を
提
出
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
電
力

会
社
も
協
定
の
序
文
に
お
い
て
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
企
業
は
、
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
に
対
し
て
、
依
然
と
し
て
異
な
る
見
解
を
有
し

て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
発
電
を
秩
序
立
て
て
終
結
さ
せ
た
い
と
い
う
連
邦
政
府
の
決
定
を
尊
重
す

る
」
と
述
べ
て
、
自
ら
の
合
意
に
含
み
を
持
た
せ
て
い
る
。
連
邦
政
府
も
電
力
会
社
も
、
法
的
効
力
の
な
い
協
定
の
柔
軟
さ
を
最
大
限

（阪大法学） 52 (3・4-221)769〔2002.11〕



に
利
用
す
る
こ
と
で
、
自
己
に
不
利
益
な
効
果
が
発
生
し
な
い
よ
う
気
を
遣
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
ま
が
り
な
り
に
も
合
意
が
成
立

し
た
以
上
、
後
の
新
原
子
力
法
の
正
当
性
に
何
ら
の
影
響
も
及
ば
な
い
と
は
い
い
き
れ
な
い
。

脱
原
発
協
定
は
翌
年
六
月
一
一
日
に
正
式
合
意
さ
れ
署
名
さ
れ
た
。
連
邦
政
府
の
相
手
は
V
E
B
A社
と
V
I
A
G社
が
合
併
し
て

で
き
た
E

・o
N社、
V
E
W社
を
吸
収
し
た
R
E
W社、

E
n
B
W社、

一
年
前
の
協
定
に
は
参
加
し
て
い
な
か
っ
た
H
E
W社
の

四
つ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
で
全
体
の
八
割
強
の
電
力
会
社
が
署
名
し
た
こ
と
に
な
っ
た
が
、
な
お
協
定
に
関
与
し
て
い
な
い
会
社
も
あ
っ

た。（5
）
新
原
子
力
法
の
制
定

脱
原
発
協
定
正
式
合
意
を
受
け
て
、
そ
の
内
容
を
法
律
化
し
た
新
原
子
力
法
草
案
が
連
邦
議
会
と
連
邦
参
議
院
で
審
議
可
決
さ
れ
、

公
布
翌
日
の
二

O
O二
年
四
月
二
七
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
新
原
子
力
法
は
旧
原
子
力
法
を
全
面
改
正
し
た
法
律
で
あ
る
。
脱
原
発
協

定
の
法
律
化
を
意
図
し
て
い
る
だ
け
に
、
新
原
子
力
法
の
内
容
は
協
定
に
そ
の
ま
ま
準
拠
し
て
い
る
。
要
点
は
次
の
五
つ
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
①
目
的
の
変
更
②
新
規
原
発
の
建
設
禁
止
③
既
存
原
発
の
段
階
的
廃
止
④
定
期
的
安
全
審
査
の
導
入
⑤
放
射
性
廃
棄
物

処
理
の
構
想
変
更
で
あ
る
。

①
目
的
の
変
更

旧
原
子
力
法
一
条
一
号
が
「
平
和
目
的
の
た
め
の
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
研
究
、
開
発
、
利
用
を
推
進
す
る
」
と
定
め

て
い
た
も
の
は
「
商
業
発
電
の
た
め
の
核
子
不
ル
ギ
l
利
用
を
秩
序
立
て
て
廃
止
し
、
廃
止
の
時
点
ま
で
秩
序
あ
る
稼
働
を
保
障
す
る
」

に
改
め
ら
れ
た
。
原
子
力
推
進
か
ら
一
八

O
度
立
場
が
変
わ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
既
存
の
原
発
が
即
時
に
廃
止
さ
れ
る
わ
け

で
は
な
い
か
ら
、
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
危
険
か
ら
の
防
護
と
い
う
目
的
は
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
た
。
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
研
究
の
推
進
と
い
う
言

（
川
町
）

葉
は
消
え
る
が
、
研
究
の
自
由
は
基
本
権
で
も
あ
り
（
基
本
法
五
条
三
項
一
文
）
、
原
子
力
研
究
は
そ
の
ま
ま
続
け
ら
れ
る
。
ま
た
、

原
子
力
の
推
進
は
法
律
目
的
か
ら
削
除
さ
れ
た
が
、
原
発
は
「
廃
止
の
時
点
ま
で
秩
序
あ
る
稼
働
」
が
保
障
さ
れ
る
の
で
、
か
つ
て
の
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（
州
出
）

よ
う
な
妨
害
的
法
律
執
行
が
是
認
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

七
条
一
項
に
二
文
が
追
加
さ
れ
、
新
規
原
発
（
及
び
再
処
理
施
設
）
の
建
設
・
操
業
に
許
可
を
与
え
な

い
旨
の
規
定
が
お
か
れ
た
。
な
お
、
研
究
炉
の
建
設
や
既
存
施
設
の
「
本
質
的
な
変
更
」
の
場
合
は
、
許
可
を
得
て
執
行
で
き
る
。

②
新
規
原
発
の
建
設
禁
止

③
既
存
原
発
の
段
階
的
廃
止

七
条
一
項
の
後
に
一

a項
か
ら
一

d
項
が
新
設
さ
れ
、
そ
こ
に
脱
原
発
協
定
通
り
の
内
容
が
法
律
化

さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
既
存
原
発
は
別
表
三
に
定
め
ら
れ
た
残
余
発
電
量
を
基
準
に
、
他
の
原
発
か
ら
移
譲
を
受
け
、
あ
る
い
は
他

の
原
発
に
移
譲
し
た
発
電
量
を
加
減
し
た
上
で
、
持
ち
分
を
発
電
し
尽
く
せ
ば
廃
止
さ
れ
る
。
原
発
の
操
業
許
可
は
、
も
と
も
と
期
限

を
付
け
ず
に
与
え
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
よ
り
後
か
ら
期
限
が
付
さ
れ
る
形
に
な
っ
た
。

④
定
期
的
安
全
審
査
の
導
入
新
設
さ
れ
た
一
九

a条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
原
子
力
施
設
の
安
全
性
を
よ
り
確
固
た
る
も

（
斜
）

の
に
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
施
設
の
操
業
者
は
、
自
己
の
責
任
と
費
用
で
一

O
年
ご
と
に
施
設
の
安
全
性
を
検
査
し
、

ドイツにおける原発廃止の法律問題

監
督
官
庁
に
結
果
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
こ
の
義
務
を
怠
っ
た
場
合
は
、

（
絹
）

ら
操
業
許
可
を
取
り
消
さ
れ
る
。

一
七
条
三
項
四
号
に
よ
り
、
監
督
官
庁
か

⑤
放
射
性
廃
棄
物
処
理
の
構
想
変
更

九

a条
が
根
本
的
に
改
正
さ
れ
、
そ
こ
に
脱
原
発
協
定
に
し
た
が
っ
た
内
容
が
書
き
込
ま
れ

た
。
放
射
性
廃
棄
物
処
理
の
新
し
い
構
想
は
、
ま
ず
、
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
の
廃
止
に
よ
る
廃
棄
物
の
非
排
出

2
O
E
O
－sE
m）
で

あ
り
、
そ
し
て
中
間
貯
蔵
及
び
最
終
処
分
に
よ
る
廃
棄
物
の
確
実
な
処
理
宙

g
a巴
宮
出
も
で
あ
る
。
使
用
済
み
核
燃
料
の
再
処
理
は

断
念
さ
れ
る
。
再
処
理
施
設
の
新
規
建
設
は
許
可
さ
れ
な
い
（
七
条
一
項
二
文
）
。
再
処
理
が
必
要
な
場
合
で
も
二

O
O五
年
七
月
一

（
幻
）

B
ま
で
し
か
認
め
ら
れ
な
い
（
九

a条
一
項
二
文
）
。
以
後
は
す
べ
て
最
終
処
分
さ
れ
る
。
た
だ
し
最
終
処
分
の
前
に
、
放
射
性
廃
棄

条物
二の
項熱
三を
文冷
ヨま

す
車必
提要
蔵五
聾る
禁た
U め
建

2翼
で者
いは

き5
1ま A

i ~ 
中 γ
盟語
別郊
蔵 E

施出
設 問

？露ノ、施
設

ウ ＋

ス量

E号
取 1J.
v け
とれ
ゴば
アな
レり
！な
べい
ン完

a 〆－、。
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R
F
Zロ
）
に
あ
る
）

へ
の
移
送
も
認
め
ら
れ
る
が
、
輸
送
時
の
事
故
を
で
き
る
だ
け
避
け
る
た
め
に
も
、
近
郊
に
中
間
貯
蔵
施
設
が

建
設
で
き
な
い
と
い
う
証
明
が
な
さ
れ
な
い
限
り
、
輸
送
許
可
は
与
え
ら
れ
な
い
（
四
条
二
項
七
号
）
。

新
原
子
力
法
の
憲
法
問
題

新
原
子
力
法
の
提
起
す
る
法
律
問
題
は
多
い
。
ド
イ
ツ
は
欧
州
原
子
力
共
同
体
（
E
U
R
A
T
O
M）
加
盟
国
で
あ
り
、
原
子
力
政

策
も
そ
の
規
制
を
受
け
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ギ
リ
ス
と
結
ん
で
い
る
使
用
済
み
核
燃
料
の
再
処
理
契
約
は
、
扱
い
方
を
間
違
え
る

（印）

と
国
際
的
な
法
的
紛
争
を
引
き
起
こ
鵠
放
射
性
廃
棄
物
処
理
の
法
的
問
題
も
極
め
て
複
雑
で
あ
る
。
こ
こ
で
す
べ
て
の
論
点
に
言
及

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
議
論
の
焦
点
を
絞
る
た
め
、
以
下
で
は
最
も
論
議
を
呼
ん
だ
新
規
原
発
の
建
設
禁
止
と
既
存
原
発
の

廃
止
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
憲
法
問
題
を
中
心
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

（1
）
脱
原
発
と
公
共
の
福
祉

新
原
子
力
法
は
、
原
発
操
業
者
の
経
済
的
自
由
を
制
限
す
る
だ
け
で
な
く
、
従
来
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
を
変
容
さ
せ
、
国
民
生
活
に

極
め
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
効
果
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
思
い
切
っ
た
新
政
策
は
い
か
に
し
て
正
当
化
さ
れ
る
の
か
。
何
の

た
め
に
行
わ
な
い
と
い
け
な
い
の
か
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
脱
原
発
の
描
く
公
共
の
福
祉
像
を
問
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

立
法
理
由
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
ず
第
一
に
「
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
の
リ
ス
ク
か
ら
生
命
と
環
境
を
保
護
す
る
こ
と
」
に
あ
る
と
い

う
。
基
本
法
は
二
条
二
項
一
文
に
お
い
て
生
命
及
び
身
体
の
不
可
侵
性
を
規
定
し
て
い
る
が
、
人
間
の
尊
厳
の
保
護
を
国
家
に
義
務
づ

け
る
一
条
一
項
二
文
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、
生
命
・
身
体
を
保
護
す
べ
き
国
家
の
義
務
を
根
拠
づ
け
て
い
る
（
基
本
権
保
護
義
務
論
）
。

ま
た
、
基
本
法
二

O
a条
は
自
然
的
生
活
基
盤
の
保
護
を
（
将
来
世
代
に
対
し
て
も
）
国
家
に
義
務
づ
け
て
い
る
。
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

利
用
は
、
生
命
・
身
体
及
び
自
然
的
生
活
基
盤
を
危
険
に
さ
ら
す
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
は
国
家
が
何
ら
か
の
保
護
措
置
を
と
ら
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
原
子
力
リ
ス
ク
か
ら
の
法
益
保
護
が
何
よ
り
も
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
律
目
的
と
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
原
子
力
利
用
に
リ
ス
ク
が
あ
る
の
は
・
自
明
で
あ
る
。
旧
原
子
力
法
も
そ
う
し
た
リ
ス
ク
の
存
在
を
肯
定
し
、
そ
れ
を
自

（
閃
）

覚
す
る
が
ゆ
え
に
、
そ
こ
か
ら
の
防
護
を
法
律
目
的
に
し
て
い
た
。
旧
法
と
新
法
の
違
い
は
リ
ス
ク
評
価
の
相
違
に
あ
る
。
旧
法
は
安

全
措
置
に
よ
っ
て
、
原
子
力
リ
ス
ク
を
極
力
小
さ
く
し
、
社
会
的
に
受
容
可
能
な
範
囲
で
原
子
力
利
用
を
図
ろ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、

新
法
は
、
最
新
の
科
学
的
知
見
と
経
験
に
照
ら
し
て
、
こ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
を
も
は
や
「
社
会
的
に
相
当
と
さ
れ
る
残
余
リ
ス
ク
」
と

し
て
受
忍
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
原
発
稼
働
の
リ
ス
ク
、
放
射
性
廃
棄
物
処
理
の
リ
ス
ク
、
使
用
済
み
核
燃
料
再
処
理
の

（

M）
 

リ
ス
ク
、
核
物
質
不
正
利
用
（
核
拡
散
）
の
リ
ス
ク
な
ど
、
原
子
力
利
用
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
リ
ス
ク
を
改
め
て
評
価
し
直
し
、
こ
れ

ら
の
リ
ス
ク
は
も
う
受
忍
で
き
な
い
か
ら
、
原
発
を
廃
止
す
る
し
か
な
い
と
い
う
結
論
を
導
く
の
で
あ
る
。

（

日

）

こ
う
し
た
り
ス
ク
評
価
へ
の
批
判
と
し
て
は
、
正
面
か
ら
評
価
の
誤
り
を
説
く
見
解
も
あ
る
が
、
多
く
は
リ
ス
ク
・
ト
レ
ー
ド
オ
フ

ドイツにおける原発廃止の法律問題

の
視
点
か
ら
、
原
発
を
廃
止
し
て
原
子
力
リ
ス
ク
・
ゼ
ロ
を
目
指
す
政
策
は
公
共
の
福
祉
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
。

（
間
山
）

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
供
給
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

す
な
わ
ち
、
国
家
は
基
本
法
上
の
義
務
と
し
て
、

断
念
す
る
の
な
ら
、
そ
の
穴
を
埋
め
合
わ
せ
る
措
置
が
必
要
と
な
る
と
こ
ろ
、
省
エ
ネ
の
推
進
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
、

エ
ネ
ル
ギ

1
輸
入
な
ど
を
考
慮
し
て
も
、
結
局
は
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
た
め
、
原
発
廃
止
は
二
酸
化
炭
素
の
排
出

（

幻

）

量
を
増
大
さ
せ
、
地
球
温
暖
化
と
い
う
別
の
リ
ス
ク
を
招
来
す
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
見
解
に
あ
っ

て
も
、
何
が
公
共
の
福
祉
に
か
な
う
か
と
い
う
判
断
は
、
立
法
者
の
広
い
裁
量
権
に
服
す
る
事
柄
だ
か
ら
、

一
見
明
白
に
誤
っ
て
い
る

と
か
、
極
め
て
窓
意
的
に
評
価
し
て
い
る
と
い
っ
た
事
情
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
立
法
者
の
決
定
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い

る。
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（2
）
職
業
の
自
由

新
原
子
力
法
は
原
発
操
業
者
の
経
済
的
自
由
を
制
限
す
る
。
基
本
権
の
制
約
は
公
共
の
福
祉
に
照
ら
し
て
正
当
化
で
き
な
い
と
憲
法

上
許
さ
れ
な
い
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
経
済
的
自
由
に
は
、
基
本
法
一
二
条
の
職
業
の
自
由
と
基
本
法
一
四
条
の
財
産
権
が
あ
る
が
、

財
産
権
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
て
、
ま
ず
最
初
に
職
業
の
自
由
に
言
及
す
る
。

新
原
子
力
法
七
条
一
項
二
文
の
定
め
る
新
規
原
発
の
建
設
禁
止
は
、
原
発
を
建
設
・
操
業
し
よ
う
と
す
る
原
発
操
業
者
の
職
業
の
自

由
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
間
い
に
関
し
て
、
学
説
上
、
こ
こ
で
規
制
の
対
象
と
な
る
の
は
職
業
選
択
の
自
由
宙
o
E砂’

（関）

4

『
島
町
開
山
岡
市
昨
）
な
の
か
、
そ
れ
と
も
職
業
遂
行
の
自
由
（
図
。
E岡
田
富
田

5
5何回
昨

g
y
m－
同
）
な
の
か
、
と
い
う
議
論
が
あ
っ
た
。
連
邦
憲

（関）

法
裁
判
所
の
薬
局
判
決
以
来
、
職
業
の
自
由
に
は
三
段
階
説

6
3
s
g民
g－

U
宵
ゆ
）
の
考
え
方
が
適
用
さ
れ
、
遂
行
の
自
由
よ
り
も

選
択
の
自
由
を
規
制
す
る
方
が
厳
格
な
審
査
に
服
す
る
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
選
択
の
自
由
は
さ
ら
に
主
観
的
条
件
と
客
観
的

（印）

条
件
の
規
制
に
区
別
さ
れ
、
後
者
の
方
が
よ
り
厳
格
に
審
査
さ
れ
る
）
。

選
択
の
自
由
説
は
、
新
規
原
発
の
建
設
・
操
業
は
そ
れ
自
体
が
職
業
で
あ
っ
て
、
規
制
は
特
定
の
職
業
を
禁
じ
る
も
の
だ
と
主
張
す

（飢）る
の
に
対
し
て
、
遂
行
の
自
由
説
は
、
原
発
の
建
設
・
操
業
は
独
自
の
職
業
と
い
う
よ
り
、
発
電
事
業
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
規

（

M
M）
 

制
は
職
業
活
動
の
方
法
や
態
様
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
だ
と
い
う
。
し
か
し
結
論
は
、
ど
ち
ら
の
見
解
も
合
憲
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
原
子
力
リ
ス
ク
か
ら
の
生
命
・
身
体
・
環
境
の
保
護
と
い
う
公
共
の
福
祉
の
重
要
性
に
鑑
み
る
と
、
規
制
は
い
ず
れ
に

し
で
も
比
例
原
則
に
反
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

立
法
理
由
は
、
選
択
の
自
由
と
遂
行
の
自
由
の
区
別
に
つ
い
て
何
も
述
べ
て
い
な
い
。
職
業
の
自
由
そ
の
も
の
と
公
共
の
福
祉
を
比

例
原
則
に
か
け
て
審
査
す
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
職
業
の
自
由
を
制
限
す
る
程
度
が
小
さ
く
、
か
つ
原
子
力
リ
ス
ク
か
ら

の
保
護
を
同
じ
程
度
に
実
現
す
る
他
の
手
段
が
明
ら
か
で
な
い
上
、
い
か
に
優
れ
た
安
全
技
術
上
の
措
置
を
と
っ
て
も
、
重
大
事
故
の
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（
邸
）

起
き
る
可
能
性
を
排
除
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
新
規
原
発
の
建
設
禁
止
を
法
律
で
規
定
す
る
こ
と
も
や
む
を
得
な
い
と
す
る
。
こ

こ
で
も
決
め
手
は
原
子
力
リ
ス
ク
の
評
価
と
、
そ
れ
を
判
断
す
る
立
法
者
の
裁
量
権
の
範
囲
で
あ
ろ
う
。

（
3
）
財
産
権
保
障

原
発
廃
止
の
憲
法
問
題
の
中
で
最
も
異
論
の
多
い
も
の
が
財
産
権
保
障
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
財
産
権
侵
害
が
疑
わ
れ
て
い
る
の

は
、
既
存
の
原
発
に
残
余
発
電
量
を
設
定
し
、
持
ち
分
を
発
電
し
終
え
た
原
発
か
ら
順
次
、
操
業
許
可
を
失
効
さ
せ
て
い
く
と
い
う
新

原
子
力
法
七
条
一

a項
以
下
の
規
律
で
あ
る
。
旧
原
子
力
法
に
よ
れ
ば
、
原
発
に
対
し
て
一
度
与
え
ら
れ
た
許
可
は
、
取
消
し
ゃ
撤
回

一
般
に
無
期
限
の
効
力
を
持
つ
。
と
こ
ろ
が
、
新
原
子
力
法
は
脱
原
発
協
定
に
基
づ
き
、
既
存
の
原
発
に
後
か
ら
運
転

が
な
い
限
り
、

期
聞
を
設
定
し
た
（
正
確
に
は
移
譲
可
能
な
残
余
発
電
量
の
設
定
）
。
特
に
期
限
を
付
さ
れ
る
こ
と
な
く
稼
働
し
て
き
た
原
発
に
対
し

て
、
後
か
ら
期
限
を
付
け
る
と
い
う
の
は
、
明
ら
か
に
財
産
権
に
対
す
る
介
入
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
規
律
は
憲
法
上
正
当
化
で
き
る

（邸）

の
だ
ろ
う
か
。

ドイツにおける原発廃止の法律問題

。4Au ra 
n
t
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内
容
・
制
限
規
定
と
は
、
財
産
権
の
内
容
及
び
制
限
を
法
律
で
定
め
る
こ
と
で
あ
る
（
基
本
法
一
四
条
一
項
ニ
文
）
。
こ
れ
に
よ
り
、
寸n

d
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触も

立
法
者
は
財
産
権
の
内
容
を
定
義
し
、
法
律
で
も
っ
て
新
た
な
財
産
秩
序
を
創
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
旧
財
産
秩
序
の
側
か

ら
見
る
と
、
将
来
の
財
産
権
の
定
義
が
旧
来
の
財
産
権
の
制
限
に
な
る
。
財
産
権
の
内
容
・
制
限
規
定
と
は
、
要
す
る
に
、
規
律
の
時

（町）

点
を
基
準
に
、
規
律
以
前
の
財
産
権
を
制
限
す
る
と
同
時
に
、
規
律
以
後
の
財
産
権
を
内
容
形
成
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
日
本

流
に
い
え
ば
、
単
に
財
産
権
の
制
限
で
あ
る
（
こ
の
言
い
回
し
は
規
律
以
前
の
財
産
権
の
側
か
ら
し
か
見
な
い
呼
び
方
で
あ
る
）
。
財



産
権
の
内
容
・
制
限
規
定
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
旧
来
の
財
産
権
に
と
っ
て
は
制
限
を
意
味
す
る
か
ら
、
立
法
者
が
無
制
約
に
内
容
を
定

義
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
制
度
保
障
（
『
由
民
吉
伸
関
問
自
丘
町
）
と
比
例
原
則
に
服
す
る
。
と
り
わ
け
比
例
原
則
に
よ
る
制
約
が

実
践
的
な
意
義
を
有
す
る
。

（

ω）
 

こ
れ
に
対
し
て
収
用
と
は
、
具
体
的
主
観
的
な
財
産
法
上
の
地
位
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
剥
奪
で
あ
る
（
基
本
法
一
四
条
三
項
）
。

一
般
的
で
は
な
く
個
別
的
に
行
わ
れ
、
か
つ
財
産
を
財
産
権
者
の
と
こ
ろ
に
お
い
て
お

そ
れ
は
「
抽
象
的
で
は
な
く
具
体
的
で
あ
り
、

（

ω）
 

く
の
で
は
な
く
、
財
産
権
者
か
ら
剥
奪
す
る
」
と
い
う
三
つ
の
点
で
、
内
容
・
制
限
規
定
と
区
別
さ
れ
る
。
ま
た
収
用
は
、
内
容
・
制

限
規
定
と
違
っ
て
、
公
共
目
的
の
み
な
ら
ず
、
損
失
の
補
償
も
要
求
す
る
。
損
失
補
償
は
、
付
帯
条
項
に
よ
り
、
「
補
償
の
方
法
お
よ

び
程
度
を
規
律
す
る
法
律
の
根
拠
に
基
づ
い
て
の
み
」
認
め
ら
れ
る
（
三
項
二
文
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
補
償
規
定
の
な
い
法
律
に
基
づ
く

収
用
は
、
事
後
的
な
補
償
に
よ
っ
て
追
完
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
収
用
自
体
が
取
り
消
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
補
償
は
、
公
共
の

利
益
と
関
係
者
の
利
益
を
正
当
に
衡
量
し
て
定
め
ら
れ
る
（
三
項
三
文
）
。
補
償
の
額
が
不
十
分
な
場
合
は
、
通
常
裁
判
所
に
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
（
三
項
四
文
）
。

（初）

ド
イ
ツ
の
判
例
・
通
説
は
内
容
・
制
限
規
定
と
収
用
を
別
物
だ
と
見
て
い
る
。
両
者
の
区
分
を
程
度
の
問
題
と
は
考
え
て
い
な
い
。

規
律
が
内
容
・
制
限
規
定
に
当
た
る
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
比
例
原
則
に
照
ら
し
て
正
当
化
が
図
ら
れ
、
収
用
に
当
た
る
と
判
断
さ
れ
れ

ば
、
次
に
補
償
が
問
題
に
な
る
。
補
償
の
要
否
の
判
断
が
、
内
容
・
制
限
規
定
か
収
用
か
を
決
め
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
新
原
子

力
法
の
規
律
が
内
容
・
制
限
規
定
な
の
か
収
用
な
の
か
が
、
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
と
受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

（礼）

こ
の
点
、
立
法
理
由
は
特
に
根
拠
を
あ
げ
る
こ
と
な
く
、
当
該
規
律
を
内
容
・
制
限
規
定
だ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
学
説
は

一
方
の
見
解
は
、
立
法
は
新
し
い
財
産
秩
序
を
創
出
し
、
そ
こ
か
ら
リ
ス
ク
の
大
き
い
原
子
力
利
用
を
排
除

（花）

し
よ
う
と
し
た
だ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
は
内
容
・
制
限
規
定
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
。
他
方
の
見
解
は
、
立
法
は
意
図
的
に
特
定

激
し
く
分
か
れ
て
い
る
。
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（
明
日
）

の
具
体
的
財
産
を
剥
奪
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
収
用
で
あ
る
と
い
う
。
収
用
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
何
ら
の
金
銭
補

償
も
定
め
て
い
な
い
新
原
子
力
法
は
違
憲
と
な
り
う
る
。

と
は
い
え
、
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
財
産
権
の
内
容
・
制
限
規
定
で
あ
れ
ば
、
確
か
に
補
償
は
し
な
く
て
も
よ
い
が
、

比
例
原
則
に
は
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
内
容
・
制
限
規
定
は
、
正
当
な
目
的
の
達
成
に
適
合
・
必
要
・
均
衡
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
内
容
・
制
限
規
定
は
、

一
般
的
・
抽
象
的
に
規
律
さ
れ
る
か
ら
、
具
体
的
な
財
産
に
対
す
る
影
響
は
人
に
よ
っ
て
違

ぅ
。
そ
こ
で
判
例
・
通
説
に
よ
る
と
、
も
し
規
律
に
不
均
衡
な
負
荷
が
発
生
す
る
場
合
は
、
財
政
的
補
償
（

E
S
E－
ユ
ロ
丹
印
門
広
島
宮
口
也
、

苛
酷
条
項
（
国
宮
内
E
富
田
町
】
）
、
経
過
規
律
（

pm円
m
B哲
店
関
与
旨
ぬ
）
と
い
っ
た
調
整
的
措
置
を
用
い
て
、
負
担
を
緩
和
し
な
け
れ
ば

（
九
）

な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
れ
が
比
例
原
則
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ま
り
調
整
義
務
を
伴
う
内
容
・
制
限
規
定
は
、
補
償
を
伴
う

収
用
と
類
似
の
機
能
を
営
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ドイツにおける原発廃止の法律問題

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
新
原
子
力
法
は
原
発
を
即
時
廃
止
す
る
も
の
で
は
な
い
。
残
余
発
電
量
を
認
め
、
し
か
も
原
発
聞
で
の
発
電

（

布

）

量
の
融
通
も
認
め
て
い
る
。
立
法
者
は
こ
れ
を
一
穫
の
調
整
的
措
置
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
。
原
発
廃
止
を
内
容
・
制
限
規
定
と
見

一
様
に
、
こ
う
し
た
調
整
的
措
置
を
比
例
原
則
の
要
求
に
沿
う
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
、
原
発
廃
止
を
収
用
だ
と

評
価
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
プ
ロ
イ
ス
で
す
ら
、
原
発
廃
止
に
相
応
の
運
転
期
聞
を
認
め
る
の
な
ら
、
そ
れ
が
補
償
に
な
る
と
主
張
す

（

花

）
る
。
い
く
ら
操
業
許
可
に
は
期
限
が
付
さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
も
、
原
発
は
い
ず
れ
老
朽
化
し
、
廃
炉
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
き

る
学
説
も
、

が
来
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
運
転
期
間
に
も
事
実
上
の
限
界
は
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
合
理
的
な
範
囲
で
運
転
期
聞
を
限
定
す
る
立
法

も
あ
な
が
ち
不
当
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
内
容
・
制
限
規
定
か
収
用
か
と
い
う
よ
り
、
調
整
的
措
置
や
補
償
の

内
容
の
方
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
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（
4
）
研
究
の
自
由
と
信
頼
保
護
の
原
則

新
原
子
力
法

は
他

も
若
干
の
憲
法
問

題
が
あ
る

0 

Tこ
と
え
ば

、ー
れ

よ
り
核
技
術
研-;1L 
が
妨
げ
り

れ
る
の
で
は
な

か
と
か

（阪大法学） 52 (3・4-230)778〔2002.11〕

後
か
ら
の
期
限
設
定
は
信
頼
保
護
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
研
究
炉
の
設
置
は
こ
れ

（
竹
）

ま
で
通
り
許
可
制
の
下
で
認
め
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
研
究
の
自
由
（
基
本
法
五
条
三
項
一
文
）
は
侵
害
さ
れ
な
い
と
し
、
無
期
限
で
与

（
花
）

え
ら
れ
た
許
可
へ
の
信
頼
も
、
残
余
運
転
期
聞
が
認
め
ら
れ
て
い
る
以
上
、
裏
切
ら
れ
た
と
は
い
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

お

わ

り

粁
余
曲
折
を
緩
て
よ
う
や
く
制
定
さ
れ
た
新
原
子
力
法
で
あ
る
が
、
そ
の
未
来
は
必
ず
し
も
パ
ラ
色
で
は
な
い
。
現
在
、
野
党
の
地

位
に
あ
る
C
D
U／
C
S
U
（
キ
リ
ス
ト
教
民
主
・
社
会
同
盟
）
は
、
二

O
O二
年
九
月
二
二
日
に
行
わ
れ
る
予
定
の
連
邦
議
会
選
挙

で
政
権
を
奪
還
す
れ
ば
、
原
発
廃
止
政
策
を
撤
回
す
る
と
宣
言
し
て
い
る
。
選
挙
の
行
く
末
は
予
想
の
限
り
で
は
な
い
が
、
野
党
有
利

と
の
分
析
も
あ
り
、
結
果
次
第
で
は
、
新
原
子
力
法
は
何
の
成
果
も
あ
げ
る
こ
と
な
く
廃
止
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
な
く
て

も
、
数
々
の
憲
法
問
題
を
抱
え
た
新
原
子
力
法
は
、
こ
れ
に
反
対
す
る
勢
力
に
よ
っ
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
持
ち
込
ま
れ
る
可
能
性

が
大
き
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
違
憲
無
効
の
憂
き
目
を
見
る
こ
と
も
な
い
と
は
い
え
な
い
。

（
刊
印
）

原
発
廃
止
政
策
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
的
観
点
か
ら
の
批
判
も
受
け
て
い
る
。
原
発
廃
止
は
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
電
力
供
給
断

念
を
意
味
す
る
が
、
今
後
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
埋
め
合
わ
せ
る
か
で
あ
る
。
連
邦
政
府
は
、
発
電
効
率
の
改
善
、
省
エ
ネ
の
推
進
、
再

（
削
凹
）

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
拡
大
の
三
つ
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
「
エ
コ
ロ
ジ
ー
税
制
改
革
」
を
進
め
る
一
方
で
、
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
！
の
開
発
を
誘
導
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
は
一
条
に
お
い
て
、
全
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
に
対
す
る
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
割
合
を
二

O
一
O
年
ま
で
に
少
な
く
と
も
二
倍
に
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
同
法
が
制
定
さ
れ
た
二

O
O
O年
段



一
O
年
で
二
一
%
ま
で
は
伸
ば
そ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
二

O
五
O
年

（飢）

ま
で
に
は
全
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
要
の
半
分
に
ま
で
拡
大
す
る
と
い
う
壮
大
な
案
も
あ
る
。
し
か
し
長
期
的
に
は
と
も
か
く
、
中
短
期
的
に

階
で
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
割
合
は
約
六
%
だ
っ
た
か
ら
、

は
エ
ネ
ル
ギ
ー
輸
入
と
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
シ
フ
ト
で
賄
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
輸
入
は
外
国
の
原
発
に
依
存
す
る
公
算
が
大

き
く
、
ま
た
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
シ
フ
ト
は
温
室
効
果
ガ
ス
を
増
大
さ
せ
る
な
ど
、
解
決
す
べ
き
問
題
は
尽
き
な
い
。

（位）

翻
っ
て
日
本
に
目
を
向
け
る
と
、
状
況
は
も
っ
と
深
刻
で
あ
る
。
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
は
原
発
推
進
政
策
を
と
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
政
府
の
か
け
声
と
は
裏
腹
に
、
原
発
の
立
地
は
全
く
進
ん
で
い
な
い
。
そ
の
上
、
九
五
年
の
も
ん
じ
ゅ
ナ
ト
リ
ウ
ム
漏

洩
事
故
、
九
七
年
の
東
海
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
爆
発
事
故
、
九
九
年
の

J
C
O
臨
界
事
故
、
及
び
そ
れ
に
か
か
わ
る
事
実
の
隠
蔽
、
デ
ー
タ

の
担
造
な
ど
が
相
次
い
だ
こ
と
も
あ
っ
て
、
原
発
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
は
失
墜
し
て
い
る
。
か
つ
て
ニ

O
一
O
年
ま
で
に
原
発
を
二

O
基
増
設
す
る
と
計
画
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
「
一

O
基
か
ら
一
三
基
」
に
目
標
が
下
げ
ら
れ
、
最
近
で
は
数
値
を
掲
げ
る
こ
と

も
で
き
な
く
な
っ
た
。
現
在
、
電
力
自
由
化
に
向
け
て
具
体
的
な
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
自
由
化
さ
れ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
原
発

ドイツにおける原発廃止の法律問題

の
新
規
建
設
は
経
済
的
に
不
可
能
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
な
る
と
今
後
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
か
に

し
て
「
安
定
供
給
・
環
境
保
全
・
効
率
化
の
同
時
達
成
」
を
図
る
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
危
倶
さ
れ
る
の
は
、
な
し
崩
し
的
に
老
朽
化

し
た
原
発
の
延
命
が
図
ら
れ
か
ね
な
い
こ
と
で
あ
る
。
原
発
推
進
政
策
へ
の
こ
だ
わ
り
は
歪
み
を
大
き
く
す
る
ば
か
り
で
、
将
来
を
見

据
え
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
へ
の
転
換
を
妨
げ
る
だ
け
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

将
来
を
見
据
え
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
と
っ
て
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
は
急
務
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
も
現
状
は
厳
し
い
。

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
発
電
電
力
量
の
割
合
は
、
ド
イ
ツ
に
造
か
に
及
ば
な
い

0
・
二
%
（
二

0
0
0年
）
に
過
ぎ
な
い
。
九
七
年
に

制
定
さ
れ
た
新
子
ネ
ル
ギ
1
法
は
支
援
・
啓
発
活
動
を
中
心
と
し
た
も
の
だ
し
、
二

O
O二
年
六
月
七
日
に
公
布
さ
れ
た
「
電
気
事
業

者
に
よ
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
利
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
は
、
電
気
事
業
者
に
一
定
量
以
上
の
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
電
気
利
用
を
義
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務
づ
け
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
と
て
電
気
買
い
取
り
義
務
・
最
低
補
償
義
務
を
定
め
た
ド
イ
ツ
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
と
比
べ
る

と
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
乏
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

（お）

日
本
の
子
ネ
ル
ギ
l
政
策
か
ら
は
、
総
じ
て
、
政
治
の
明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン
が
見
え
て
こ
な
い
。
ド
イ
ツ
は
「
現
代
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
」

の
全
体
構
想
の
中
に
原
発
廃
止
を
位
置
づ
け
、
政
治
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ヴ
の
下
で
そ
れ
を
実
行
し
た
。
両
国
の
あ
り
方
に
際
だ
っ
た
対

照
が
見
ら
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
で
あ
る
。

（1
）
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
の
ウ
ェ
プ
・
サ
イ
ト
「
わ
が
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
を
巡
る
現
状
」
（
宮
晋
＼
言
語
巧
・

8
2
Z－
B
E・間
0
・』叉

g
R匂＼

事
副
主
唱
曲
目
。
N
－

vg）
に
よ
る
。

（2
）
原
子
力
開
発
利
用
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
吉
岡
斉
『
原
子
力
の
社
会
史
』
（
一
九
九
九
）
が
詳
し
い
。

（3
）
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
編
『
エ
ネ
ル
ギ
ー
2
0
0
2』
二
六
頁
、
一

O
九
頁
以
下
（
二

O
O
一）。

（4
）
た
だ
し
、
吉
岡
・
前
掲
書
註
（
2
）
一
三
八
頁
は
、
「
原
発
建
設
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
安
全
保
障
等
の
公
称
上
の
政
策
目
標
に
と
っ
て
不
可
欠

で
あ
る
か
ら
推
進
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
『
原
発
建
設
の
た
め
の
原
発
建
設
』
が
、
あ
た
か
も
完
壁
な
社
会
主
義
計
画
経
済
に
お
け
る
ノ
ル

マ
達
成
の
ご
と
く
、
続
け
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
」
と
い
う
。

（5
）
総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
総
合
部
会
／
需
給
部
会
『
今
後
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
つ
い
て
』
一
ニ
頁
以
下
（
二

O
O
一
）
参
照
。

（6
）
前
掲
・
報
告
書
註
（
5
）
七
頁
、
九
頁
、
一
七
頁
。

（
7
）
こ
れ
を
受
け
て
、
二

O
O二
年
六
月
一
四
日
公
布
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
基
本
法
は
、
安
定
供
給
の
確
保
（
二
条
）
、
環
境
へ
の
適
合

（
三
条
）
、
市
場
原
理
の
活
用
（
四
条
）
の
三
つ
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
基
本
目
標
に
掲
げ
た
。
た
だ
し
、
同
四
条
は
、
市
場
原
理
の
活
用

に
つ
い
て
、
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
要
者
の
利
益
が
十
分
に
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
」
（
一
項
）
と
か
、
「
前
二
条
の
政
策
目
的
が
損
な
わ

れ
な
い
よ
う
十
分
に
配
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
二
項
）
と
規
定
し
て
お
り
、
自
由
化
・
規
制
緩
和
を
安
定
供
給
や
環
境
保
全
よ
り

一
段
低
く
位
置
づ
け
た
よ
う
に
読
め
な
い
こ
と
も
な
い
。

（8
）
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
『
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
大
綱
』
三
七
頁
（
二

O
O二
）
参
照
。

（

9
）
切
の
∞
－
－
N
O
O
N

－－
H
ω
印
H

・
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ドイツにおける原発廃止の法律問題

（
叩
）
京
都
議
定
書
に
お
い
て
E
U
は
一
九
九
O
年
レ
ベ
ル
で
八
%
の
温
室
効
果
ガ
ス
削
減
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、

E
U内
で
の
取
り

決
め
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
は
遅
く
と
も
二

O
一
二
年
ま
で
に
一
二
%
削
減
を
達
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
連
邦
政
府
は
、

二
O
O五
年
ま
で
に
二
酸
化
炭
素
の
排
出
を
一
九
九
O
年
レ
ベ
ル
で
二
五
%
削
減
す
る
と
自
ら
宣
言
し
て
い
る
。

（
日
）
小
野
一
「
ド
イ
ツ
の
脱
原
発
協
定
を
め
ぐ
っ
て
」
技
術
と
人
間
一

O
月
号
一
八
頁
（
二

O
O
O）
、
津
井
正
子
「
脱
原
発
を
選
択
し
た

ド
イ
ツ
の
事
情
」
世
界
週
報
九
月
五
日
号
一
ム
ハ
頁
（
二

0
0
0）
、
梶
村
太
一
郎
「
脱
原
発
に
踏
み
出
し
た
ド
イ
ツ
」
世
界
九
月
号
四
二
頁

（二

0
0
0）
参
照
。

（
臼
）
否
－

Z
・
宮
島
b
g
aお
g
z
E
E
Z
n
E
E岡田
E
S
ι
g
k
c
o自
由
n
v
F
Z
ヨN
8
0・
ω・
ロ

（
臼
）
一
九
五
八
年
に
は
欧
州
原
子
力
共
同
体
が
創
設
さ
れ
、
ド
イ
ツ
も
そ
の
創
設
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
て
い
る
。

（U
）
基
本
法
の
条
文
訳
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
高
田
敏
・
初
宿
正
典
編
訳
『
ド
イ
ツ
憲
法
集
（
第
三
版
）
』
二

O
九
頁
以
下
（
二

O

O
一
）
に
従
う
。

（
日
）
芦
田
町
F
P
K
F
H
O
R
m
n
Z
5
4司
自
伝

7〈
o
Z
R
E邑
5
8
E円
号
包
括

N
S
E
E－
晶
、
胃
不
可
－

uo庄司

S
a
t－
C
B
5－g
n
F
Z
g

4
『宮内同町
r
N
O
B－
ω・
8叶
R
S
S）・

（
凶
）
国
〈
巾
門
前
開
ωAF
由（
NHR）・

（
灯
）
ド
イ
ツ
に
お
け
る
反
原
発
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
本
田
宏
「
原
子
力
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
紛
争
的
政
治
過
程
（
一

1
三
）
」
北
海
学
園

大
学
法
学
研
究
三
六
巻
二
号
三
九
頁
（
二

G
o
o－
三
六
巻
三
号
四
三
頁
、
コ
一
七
巻
一
号
七
九
頁
（
二

O
O
一
）
が
詳
し
い
。

（
国
）
国
・

ω
g
a
R
E
Z邑
E
四
回
宣
ロ
色
nF帽の
2
8
2
8
5
E
E拘
wUC〈
ssu・
5
昆・

（
叩
）
具
体
的
な
法
律
執
行
の
手
法
に
つ
い
て
は
、
〈
包
・
同
－
E
口開
P
河町
n
E
W
Z
K
F
8
m
W
5
8
5
3吉
田
邑
諸
国
由
民
的
色
町
円
相
内
n
B
g
R
m

－t・
昌
巧

同申∞∞・

ω－
NA肝印由民・

（
加
）
岡
山
邑
』
（
〉
旨
P
H
N
）・

ω－
E
・

（
剖
）
基
本
法
八
五
条
三
項
に
よ
り
、
ラ
ン
ト
が
連
邦
委
託
行
政
を
執
行
す
る
場
合
、
「
ラ
ン
ト
の
諸
官
庁
は
、
連
邦
の
管
轄
官
庁
の
指
示
に

服
す
る
」
も
の
と
さ
れ
た
。

（
担
）
切
〈
町
民
c
g
y
ω
回申

E
円四∞

A砕い印・〈岡－－
mo佳
（
〉
ロ
B
－
HN）・
ω・
口
一
回
OF自
信
回
目
－

H印）・
ω・弓
N円

（
お
）
〉
・
国
内
O
B
2
0
5
E－
P
2
Z島国間
g
ι
四
回
〉
件
。
日
告
白
色
白
岡
少
』
民
国

NOCH－
ω－
Z
R
（
H∞）二
uv－
U
口同町ロ
E
P
U
F
m
B
n
E
E
M
g
E官回
g
－
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宮
島
ロ
明
白
岡
市
口
一
富
岡
市
－
口
開
口
〉
ロ
師
印
広
巾
悶
白
ロ
由

a
R
E巾門医
nF冊目
ZZHNE国
岡
島
叩
円
同
冊
目
白
口
市
門
岡

p
o。〈
Ncoo－
ω・由
N由
HH
（也
ωH
同）・

（
但
）
回
〈
冊
同
前
回

ws－
S
（HN叶
）
・
高
田
敏
解
説
・
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
』
二
九
五
頁
（
一
九
九
六
）
参
照
。

（
お
）
連
立
協
定
の
全
文
は
、

N
国
ぷ
申
器
・

ω・
8
印
R
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（部）

N
河
E
S∞・
ω・
品
自
民
（
色
H

）・

（
幻
）
出
・
山
・
間
宮
ぞ
〉
・
河
O
E
E同町－－
Z
2由
明
言
品
開
吉
田
t
r
s
ι
吉
田
国
民
鼻
血
口
問
【
回
目
円
同
町
吋
口
町
田
町
長
P
Z〈
4
『

NN。。。ぃ－
H内向・（串）・

（
部
）
切
の
巴
－

NOOCFω
。印・

（
却
）
因
。
巴
－
N
。
。
。
戸
叶
8
・

（
却
）
四
大
電
力
会
社
の
発
電
容
量
は
全
体
の
お
よ
そ
八
割
弱
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

（
剖
）
脱
原
発
協
定
の
全
文
は
、
回
E
E
m曲目
g
z
g
z
B
B円
d
g
d
E
F
H
A民
間
国
n
E
R
E
ι
閉
山

g
w
g
E
n
F巾円宮市常（国同問問－
Y
〈
R
a与
問
ロ
呂
田
町
内
円

島
町
開
閉
向
島
百
円
四
回
目
巾
ロ
住
吉
ロ
向
島
市
H
Z
E
R
E岡島市円相内向口岡市口四円岡島市

B
U
E
Z
n
F
E
E－
C
B
d司何】同
Z
同・吋
t
∞＼
M
8
0
（ω。恒常円同町出）・

ω・
居
間
・
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
。

（位）

2
0
8
R
N
E
K
F
S
E
E
E巴町
m
Lロ
C
目
当
m
R
Z
H・吋
l
m
b
o
g
G
O
E
E
a
c
h－凶・

（
お
）
明
・

ωnFarc手
口
$
3
5
5ロ一
V
E
t
z
s
a－－
m包
括
号
？
E
C
B沼田市丹市
P
Z〈
d弔問。
g
－
ω－
HHHHR・（
HHHN）・

（
出
）
。
・
関
Z
n
F
O
R
K
F
S
B
2
8丘
町
何
百
回
内
Oロ
8
Z
I
g－
白
同
恒
常
貯
＝

ι
g
z目
当
色
町
m
n
E
E
M
m口
問
。
。
官
自
民
。
ロ
白
宝
尽
e
y
Z
E
m
N
C
2・
ω・岡崎・

（ω）一
E
出
溝
口
貯
E
（E
B－Nω
）・

ω・
8

2
一
ω
n
E円
宮
司
同
（
吉
田
－

a
）・

ω・ロ
HN・

（お）

ω－
P
O
F
F
－－〉ロ白血丘町岡田口印品
R
K
C
C自自冊円相官四
l｜
回
目
印
包
括
宮
島
市
開
ロ
巾
告
白
書
ロ
含
J
C
B当市
R
Z円・
ω－NMoorω
－
H叶∞問問（
g
N）・

（
部
）
こ
れ
を
受
け
て
同
原
発
を
所
有
す
る
R
E
W社
は
、
割
り
当
て
ら
れ
た
発
電
量
を
他
の
原
発
に
回
し
、
同
原
発
を
閉
鎖
す
る
こ
と
に
し

た。
（
訂
）
た
だ
し
、
従
来
、
妨
害
的
法
律
執
行
を
行
っ
て
い
た
の
は
ラ
ン
ト
政
府
で
あ
っ
た
か
ら
、
連
邦
政
府
の
こ
の
約
束
が
ど
こ
ま
で
実
効
的

か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

（
犯
）
た
と
え
ば
、
原
発
推
進
派
の
C
D
U／
C
S
U
は
、
原
発
廃
止
に
よ
っ
て
核
技
術
の
能
力
を
喪
失
す
る
だ
け
で
な
く
、
地
球
温
暖
化
防

止
の
目
標
も
達
成
で
き
な
く
な
る
と
非
難
し
、
政
権
交
代
に
よ
っ
て
政
策
転
換
を
図
る
と
宣
言
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
反
核
平
和
団
体
の

グ
リ
ー
ン
ピ
ー
ス
は
、
連
邦
政
府
の
や
り
方
は
原
発
廃
止
と
い
う
よ
り
原
発
存
続
に
お
墨
付
き
を
与
え
る
よ
う
な
も
の
だ
と
非
難
し
た
。
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ドイツにおける原発廃止の法律問題

（鈎）

E
M開
帽
を
色
（
旨
自
・

8
・
ω－
g
R
h
n
v
o長
。
又
（
〉

E
・
g・
ω・
5ω
円

（
却
）
〈
包
・
の
－

E
Mロミ
2
・
g
ι
0
5
E・
0
8
5
5
k
z
o富
市
nFF
者
者
N
o
s
h－
E
E
R

（HU）
関
SHM史
F
a
o
d
a
E
（〉回目・

8
）・

ω－
z
g一回・
4
『
同
宮
市
♂
〉
S
B
E
S唱円
O
E
Z
E己
KFE注目岡田岡市田市門
N・2
〈当
NNOB－
ω・
5
S
R
（H
S印）・

（
位
）
回
、
『
’
u
g
n
E－
H品K
E
g－
ω・
5
・

（必）

E
E
m＼回同邑
odgE
（旨
5
・
kg）・
ω－
E
8・

（H
H
）
回
、
『
－
u
g
n宵
伊

E
K
2
8・∞－
HN
原
発
の
安
全
性
に
対
す
る
懸
念
が
、
原
発
廃
止
を
支
持
す
る
最
大
の
理
由
だ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
延

命
さ
れ
る
既
存
原
発
に
対
し
て
も
、
さ
ら
な
る
安
全
対
策
が
と
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

（
日
制
）
同
位
『
ロ
ミ
回
円
。
ι
0
4
『
田
広
（
吉
岡
MM・
kg）・
ω－
E
2・

（
必
）
阿
国
吉
企
図
同
邑
。
dgE
（
吉
田
・

8
）・

ω－
E
S・

（
訂
）
ド
イ
ツ
は
ヴ
ア
ツ
カ
l
ス
ド
ル
フ
再
処
理
施
設
の
挫
折
以
降
、
圏
内
で
の
再
処
理
を
諦
め
、
フ
ラ
ン
ス
と
イ
ギ
リ
ス
の
再
処
理
施
設
に

作
業
を
委
託
し
て
い
る
。
二

O
O五
年
七
月
一
日
と
い
う
の
は
、
そ
の
契
約
期
閣
を
考
慮
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
ド
イ
ツ

の
放
射
性
廃
棄
物
再
処
理
問
題
に
つ
い
て
は
、
保
木
本
一
郎
『
核
と
遺
伝
子
技
術
の
法
的
統
制
』
四
三
頁
以
下
（
二

O
O
一
）
が
詳
し
い
。

（
却
）
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
候
補
と
し
て
調
査
中
だ
っ
た
ゴ
ア
レ
1
べ
ン
（
の
O
同
町
宮
口
）
は
、
激
し
い
反
対
運
動
も
あ
っ

て
、
脱
原
発
協
定
に
よ
り
、
三
年
か
ら
一

O
年
の
閥
、
調
査
が
中
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
低
中
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終

処
分
場
候
補
コ
ン
ラ
l
ト
坑
（
ωnznZ
同
g
g
e
に
対
し
、
ニ

1
ダ

l
ザ
ク
セ
ン
州
は
二

O
O二
年
六
月
一
二
日
に
計
画
確
定
決
定
を
出

し
た
。

（
却
）
〈
開
－
－

kr・－
e
B
R
O
S
E－開口岡一
C宮，
Eι
〈
D
－w
m
R
2
E－n
Z
P
O
E
m
g
m
m宮
g
F
E品開閉岡市白色
NEnZ口
当
時
色
町
g
E
P号
mFHEM偶
印

4qtog－
z
g河

NCC0・
ω・品
ωN同・

（
叩
）
〈
包
・
司
・
冨
・
国
ロ
宮
♂
何
回
Z
O門
型
国
間
島

ω
g
g昆智一
Z

E色
図
書
g－Z
G白
n
F
U〈
回
NOCH－
ω－
Nω
富・

（
日
）
回
同
，
E
U
g
n
E－
E
～S
8・
ω－
E
・

（
臼
）
詳
し
く
は
、
小
山
剛
『
基
本
権
保
護
の
法
理
』
（
一
九
九
八
）
参
照
。

（臼）

E
，・
0
2
n
z－
H品
1
2
8・
ω・民間・

（M
）
第
三
者
の
妨
害
措
置
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
、
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
、
戦
争
な
ど
も
リ
ス
ク
原
因
と
な
り
う
る
。
歪
－

E言
。
E
E岡町】（
E
S－
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N
吋）・
ω・
ω・

（日）

4
5岡田
mH（
吉
田
・
企
）
・

ω・
5
8円

（
印
）
国
家
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
安
定
供
給
義
務
に
関
す
る
基
本
法
上
の
根
拠
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
基
本
法
二

O
条
一
項
、
二
八
条
一
項
の

定
め
る
社
会
国
家
原
理
、
及
び
基
本
法
一

O
九
条
二
項
の
定
め
る
経
済
全
体
の
均
衡
維
持
の
要
請
で
あ
る
。

（
町
）
宮
・

ωnEEH’p
g回－
h
P
8
2
5邑
a
g
z－崎町民
5
・
z
d
S
8
0・
ω・
民
営

R
S
N
a
p
国内・同
B
F
U
R同
mgHNEnZ
吉
田
色
白
崎
富
田

島内肖

ιHog豆
洋
阻
各
島
a
E角田

e
閣の冊目。－ロ
48z・
。
〈
切
応
。

g－
ω・怠
H
R（
t
R）・

（
回
）
回
・

ω821ω
・

5
2・
吉
白
色
町
四
富
田
島
回
二
件
。
一
g
g
R相官
N
E
E
E
E－
Z
ま
NN20・
ω・
宗
（

HH）・

（
印
）
切
〈
由
門
前
開
ミ
ョ
・
野
中
俊
彦
解
説
・
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
』
三
三
頁
（
一
九
九
六
）
参
照
。

（
印
）
三
段
階
説
に
つ
い
て
は
、
ボ
l
ド
・
ピ
エ
ロ
1
ト
／
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
リ
ン
ク
、
永
田
秀
樹
／
松
本
和
彦
／
倉
田
原
志
訳
『
現
代

ド
イ
ツ
基
本
権
』
二
九
八
頁
、
三

O
四
頁
（
二

O
O
一
）
参
照
。

（剖）

ω
S
R
E常
国
（

E
S・印∞）・
ω－
HN・

（位）

F
8
0
8
4『師
E
（旨
5
・
N
e
u－
N
H
h
M
g
g
S
H
o
e
z
E（
E
S・
8
）弘－

E
2・

（
閃
）
回
、
『
’
U
E
n
E・
ι
t
S
8・
ω・
5
・

（
悦
）
旧
原
子
力
法
一
七
条
一
項
四
文
は
、
許
可
に
対
し
て
期
限
を
付
し
て
も
よ
い
旨
の
規
定
を
お
い
て
い
た
が
、
七
条
の
原
発
設
置
許
可
に

は
適
用
さ
れ
な
い
と
し
て
い
た
。

（
防
）
〈
相
官
・
司
・

9
8ロ
EM－－
5
骨
面
白
居
者
円
四
島
民
各
相
司
同
副
闘
g
g
g
吉
田
由
民
周
岡
国
吉
田
島
常
時
同
色
5
2
z
z
g括
雪
国
内
貸
出
gmH包
タ
注
目
同

H
＠
＠
タ

ω・］戸時・

（
侃
）
な
お
、
角
松
生
史
「
憲
法
上
の
所
有
権
？
」
社
会
科
学
研
究
四
五
巻
六
号
七
頁
以
下
（
一
九
九
四
）
も
参
照
。
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概
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／
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訳
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。
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／
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。

（
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盟
・

ω
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西
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説
・
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イ
ツ
憲
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判
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研
究
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編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
』
二
五
六
頁
（
一
九
九
六
）
参
照
。
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ドイツにおける原発廃止の法律問題
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イ
ツ
に
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る
補
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を
義
務
づ
け
ら
れ
る
内
容
制

限
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定
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二
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完
）
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叢
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五
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頁
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五
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号
四
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現
状
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
吉
岡
斉
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術
の
新
展
開
と
電
力
規
制
改
革
」
中
山
茂
／
吉
岡
斉
編
『
科
学
革
命
の
現
在
史
』

八
二
頁
以
下
（
二

O
O二
）
参
照
。

（
問
）
そ
れ
が
経
済
産
業
省
主
導
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
限
界
な
の
か
ど
う
か
は
、
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
。

0
7

“
 

nu 
n
H
V
 

0
7

“
 

p
h
u
 

n
M
U
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【
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記

】

斗

qo 

脱
稿
後
に
行
わ
れ
た
連
邦
議
会
選
挙
の
結
果
、

s
p
D／
緑
の
党
の
連
立
与
党
は
絶
対
過
半
数
を
わ
ず
か
に
四
つ
上
回
る
議
席
を
獲
得
し
、

2
phυ 

辛
う
じ
て
政
権
の
維
持
に
成
功
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
政
権
交
代
に
よ
る
新
原
子
力
法
の
破
棄
は
回
避
さ
れ
た
。
他
方
、
日
本
で
は
、
東
京
り

電
力
の
ト
ラ
ブ
ル
隠
し
に
端
を
発
す
る
一
連
の
不
祥
事
に
よ
り
、
原
発
推
進
政
策
の
先
行
き
は
ま
す
ま
す
不
透
明
と
な
っ
て
い
る
。
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